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１．事業の概要 

この事業は、新発田市の人口増加や、空き家の活用促進等を図るため、市外からの転入者を

対象に、住宅の建築及び取得費の一部補助を行い、定住化を図るものです。 

 

２．補助対象地域（新築・増改築の場合）  ※中古は、市内全域が対象地域 

※平成２７年度と令和２年度の国勢調査の結果をふまえ、人口減少率が１０%以上の地域を補助

対象としています。 

 

○本庁地区 （本町１～４丁目、諏訪町１～３丁目、中央町１～５丁目、大栄町１～４・７丁目、大手

町１～６丁目、緑町２・３丁目、城北町１・３丁目、西園町１～３丁目、御幸町１～３丁目、住吉町

１丁目、東新町２・３丁目、新富町１・２丁目、中田町１～３丁目、小舟町１～３丁目、新栄町３丁

目、島潟・板敷、西名柄、長畑、中谷内、桑ノ口、道賀） 

○他１１地区 

五十公野地区、松浦地区、米倉地区、赤谷地区、川東地区、菅谷地区、加治地区、佐々木地

区、豊浦地区※、紫雲寺地区、加治川地区 

※豊浦地区（荒町）は、一部対象外地域がありますので、必ずお問い合わせください。 

○市有地を購入し、住宅を新築する場合 

申請日から起算して１年以内に購入したもの。（全区域対象） 

 

【他１１地区について】 

 住宅取得補助金のホームページの「1．補助対象地域」より対象区域を確認いただくか、建築課

空家・住宅対策係までご確認をお願いいたします。 

 

３．補助対象者 

本市に転入済又は転入予定であり、上記の補助対象地域に住宅の新築・取得などを行う方で、

以下の要件を満たしている方は、本制度の申請ができます。 

⑴ 転入日（転入予定日）を起算日として転入日前２年の間に新発田市に住所を有していない方。 

⑵ 転入日以後 10年以上新発田市に居住する意思を有し、10年以上市外へ転出する見込み 

   がない方。 

※補助金受給後、⑵の要件を満たさなくなったときは、補助金の返還を求めます。 

⑶ 次のいずれかに該当する方。 

① 転入日から起算して３年以内に交付申請を行う方。 

② 交付申請後に転入する予定である方。 

⑷ 直近の住所地における市区町村税などに滞納がない方。 

⑸ 請負契約又は売買契約における契約者本人である方。 

（共有名義による契約の場合は、申請者も持分を有すること。） 

⑹ 申請日における年齢が 50歳未満である方。 

⑺ 属する世帯が 2人以上である方。 

⑻ 市有地の活用において、実績報告時に土地の名義人が申請者本人である方。 （共有名義

による契約の場合は、申請者も持分を有すること。 ） 
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４．対象建物、条件            

（１）対象建物 

[1]新築住宅(注文住宅)、[2]新築住宅（建売住宅）、[3]新築分譲共同住宅 

[4]中古※住宅、[5]中古※分譲共同住宅、[6]U ターンにより増築又は改築を行う住宅 

※中古とは、過去に居住の用に供された住宅又は建築工事が完了した日から起算して１年

を経過した住宅をいう。 

◆賃貸物件や別荘等は対象外です。 

（２）条件 

   ①床面積が 55㎡以上(居室、台所、トイレ、浴室等を有する)であること 

（店舗等との併用住宅の場合は、建物全体の床面積２分の１以上が 55 ㎡以上の居住用

であること。増築又は改築の場合は、工事する住宅部分の床面積が 55㎡以上であること。

部分改築の場合は除却着工前の既存住宅の２分の１以上であること。） 

②補助金の交付が同一の住宅につき１回限りであること  

 

５．補助金の額 

次に記載の（１）または（２）の区分により補助金を決定します。 

（１） 住宅を新築し、又は購入することにより住宅を取得する場合 

 表の基本分の補助金額いずれかの額と、加算分の補助金額を加えた額とします。 

  補助金額 新築 中古 

基

本

分

※1 

新築住宅の取得又は新築分譲共同住宅

の取得の場合 
６０万円 ○  

中古住宅の取得又は中古分譲共同住宅

の取得の場合※2 
５０万円  ○ 

加

算

分 

申請者の属する世帯が子育て世帯※3 の

場合は以下のとおり 

1人 

2人 

3人以上 

 

 

１０万円 

２０万円 

３０万円 

  

U ターンの場合※4 ２０万円 ○ ○ 

市内業者が施工する新築住宅の取得の

場合 
１０万円 ○  

新発田市有地を活用し新築する場合 ２０万円 ○  

新発田市内の企業に新規就労した場合※

5 
１０万円 ○ ○ 

居住誘導区域内の中古住宅を取得する

場合※6 
２０万円  ○ 

 最大補助額 １５０万円 １３０万円 

 

 

○ ○ 
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※１ 建物部分の取得・購入に要する費用が、補助対象経費。 

※２ 過去に居住の用に供された住宅又は建築工事が完了した日から起算して１年を経過した 

住宅が該当。 

※３ 交付申請の日において子ども（１８歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間にある

者をいう。）が１人以上属している世帯。 

※４ ２親等以内の血族又は姻族（兄弟姉妹及びその配偶者を除く。）が市内に居住している者

が市内に転入する（転入を予定している場合を含む。）をいう。 

  ※５ 申請時点で新発田市内の企業等に勤めて 3年以内の場合。 

     （個人で事業を営む場合、新発田市内の企業に就職予定の方も含む） 

※６ 居住誘導区域内の中古住宅を取得する子育て世帯又は県外からの U ターン世帯が対 

象。（居住誘導区域については P.5参照） 

 

（２） U ターン※１により増築又は改築を行う住宅 

  補助金額 増改築 

基本分 

申請者及び申請者の世帯員のいずれかが新発田

市出身で、親族が居住している住宅を増改築して

同居する場合 

５０万円 ○ 

加算分 

申請者の属する世帯が子育て世帯※２の場合は以

下のとおり 

1人 

2人 

3人以上 

 

 

１０万円 

２０万円 

３０万円 

 

増築又は改築を市内業者が施工する場合 １０万円 ○ 

新発田市有地を活用し増築又は改築をする場合 ２０万円 ○ 

新発田市内の企業に新規就労した場合※3 １０万円 ○ 

  最大補助額 １２０万円 

 

※１ ２親等以内の血族又は姻族（兄弟姉妹及びその配偶者を除く。）が市内に居住している者

が市内に転入する（転入を予定している場合を含む。）をいう。 

※２ 交付申請の日において子ども（１８歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間にある者

をいう。）が１人以上属している世帯。 

※３ 申請時点で新発田市内の企業等に勤めて 3年以内の場合。 

    （個人で事業を営む場合、新発田市内の企業に就職予定の方も含む） 

 

（３）補助金の額＞住宅取得額の場合 

補助金の額が住宅の取得に要した経費を超える場合は、住宅取得に要した費用の額を補

助金の額とします。補助金の額に１，０００円未満の端数が生じたときは、切り捨てとします。 

 

○ 
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【居住誘導区域について】 

居住誘導区域とは、都市再生特別措置法（平成 14年法律第 22号）第 81条第 1項の規定に基

づき策定した『新発田市立地適正化計画』に定めた今後居住を促していく区域のことをいいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※新発田市市民公開地理情報システム（右の QR コード参照）の 

『都市計画情報』から『居住誘導区域』のレイヤを選択することで、 

対象範囲を確認することが出来ます。詳しくはリンク先を確認頂くか、 

１ページに記載のある問合せ先までご相談ください。 

※それぞれの電子地図には著作権があります。利用規約を確認し、 

同意のうえご利用ください。 

６．申込み、募集件数、申込方法 

（１）申込み 

令和８年４月１３日（月）～ （受付時間 ８時３０分～１７時１５分、土日祝日を除く） 

※郵送による申請も受付けていますので、ご相談下さい。 

（２）募集件数  予算の範囲内 ※予算の上限に達し次第、受付を終了します。 

（３）申込方法 

申請書類を申請受付窓口（新発田市役所 建築課 空家・住宅対策係）へ直接提出してく

ださい。申請書は受付窓口で配布しているほか、市ホームページからダウンロードできます。 

なお、申請者本人が直接提出できない場合は、代理人による申請手続きも可能です。そ

の場合は、委任状を添付してください。委任状は、ホームページに掲載されている様式をご

利用ください。なお、次の事項が記載されていれば、別様式でもかまいせん。 

（委任状記載事項） 

  ① 委任する相手の住所・氏名   ② 委任する内容 

  ③ 委任した日付            ④ 申請者本人の住所・氏名（自署による） 

居住誘導区域（青線内）の範囲 

※参考：新発田市立地適正化計画 
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７．補助金の交付方法 

補助金の交付には、以下の手続きが必要です。（下記のフロー図もご参照ください。） 

（１）交付申請 ：申請者が市へ申請書類を提出します。 

（２）交付決定 ：書類審査後、市から申請者へ審査結果を通知します。 

（３）実績報告 ：建物の引渡し完了後、申請者が市へ実績報告書類を提出します。 

（４）確定通知 ：書類審査後、市から申請者へ補助金確定を通知します。 

（５）補助金交付：申請者が市へ請求書を提出し、市から申請者が指定する金融機関へ補助金が 

           振り込まれます。  

＜図１ 住宅取得補助金の交付手続き（フロー図）＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）交付申請 

申請の時期 ○新築注文住宅、増改築 ： 工事の施工開始前まで 

○新築建売住宅、中古住宅 ： 購入契約の前の日まで 

○分譲共同住宅 ： 〔建築中〕 購入契約の前の日まで、又は購入契約後のもの 

 〔完成している物件〕 購入契約の前の日まで 

新築注文住宅及び増改築の申請は、着手日までの日にちに余裕をもって行ってください。 

補助金の交付を受ける方（申請者）は、以下の書類を市の受付窓口へ直接提出して下さい。 

＜交付申請時に必要な書類＞ 

□ ⑴ 新発田市住宅取得補助金交付申請書（別記第１号様式） 

□ ⑵ 就労（予定）証明書（別記第２号様式） ※市内就労加算に該当する場合のみ。個人事業

主の方は開業・廃業届出書などの写しが必要。 

□ ⑶ 新発田市住宅取得補助金誓約書（別記第３号様式） 

□ ⑷ 世帯全員の住民票（続柄記載のあるもの。新しい住宅に住む方の分のみ必要） 

□ ⑸ 申請年度の４月１日時点で満１８歳以上の世帯員（子どもを除く。）全員の納税証明書 

又は非課税証明書 

８．交付申請・変更交付申請 
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※直近(1月 1日時点)の住所地で、市税等の未納・滞納がないことを証明するものが必要 

※市税等の納付が無い非課税者の場合は、非課税証明書が必要 

□ ⑹ 請負契約書の写し（新築注文住宅の取得又は増改築による住宅の取得の場合） 

□ ⑺ 見積書の写し（建売購入による住宅取得の場合）※土地・建物の価格内訳がわかるもの 

□ ⑻ 対象住宅の位置図（付近見取図） 

□ ⑼ 対象住宅の配置図及び平面図（延床面積が記載されたもの。増改築の場合の平面 

図は、工事前及び完成後が確認できるもの） 

□ ⑽ 対象住宅の工事着手前の写真（新築注文住宅の取得又は増改築の申請の場合） 

□ ⑾ 対象住宅の写真（建売購入による住宅の取得の場合） 

□ ⑿ 市有地売買契約書及び登記事項証明書（市有地を購入し新築する場合） 

□ ⒀ 転入日前２年間本市に居住していないことがわかる書類（住民票の除票など） 

□ ⒁ 新発田市に２親等以内の親族がいる場合、親族の住民票 

      （続柄記載があるもの。Ｕターン加算認定の場合） 

□ ⒂ ⒁で証明した親族との繋がりが確認できる書類（Ｕターン加算認定の場合） 

□ ⒃ その他市長が必要と認める書類（委任状又はアンケートなど） 

 

 ※提出書類のうち、各種証明の発行に手数料が必要となります。手数料は申請者の負担となり

ますので、予めご了承ください。 

 ※新発田市景観条例により、一定規模以上の建築物を新築、増改築、外観の変更を伴う修 

繕や模様替え、色彩の変更などを行う場合は、事前に届け出が必要な場合があります。 

建築課景観行政係にお問合せください。 

 

 

 

 

 

（２）交付決定 

  ○上記の交付申請書類を市が受理した後、その内容を審査し、補助金の交付又は不交付を 

決定し、以下の書類により申請者に通知します。 

  ① 補助金を交付する場合・・・・・新発田市住宅取得補助金交付決定通知書（第４号様式） 

  ② 補助金を交付しない場合・・・新発田市住宅取得補助金不交付決定通知書（第５号様式） 

 

（３）変更交付申請 

○補助金の交付決定を受けた後に、申請の内容に変更が生じた場合、「新発田市住宅取得 

補助金変更交付申請書（第７号様式）」に関係書類を添付して市へ提出していただきます。市 

は、変更交付申請があったときは、その内容を審査し、新発 

田市住宅取得補助金変更交付決定通知書（第８号様式）により申請者に通知します。 

 

９．交付申請の取下げ 

 交付決定後に、やむを得ない事情により申請を辞退したいときは、速やかに新発田市住宅取得

補助金交付申請取下書（第 6号様式）により申請の取下げを行って下さい。 

 【景観に関する問い合わせ先】 

  新発田市役所 建築課 景観行政係 

  新発田市中央町 5丁目 2番 13号 電話（０２５４）２６－３５５７ 
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１０．完了実績報告 

住宅の引渡しが終わりましたら、速やかに完了実績報告の手続きを行ってください。報告期限

は、対象住宅に居住を開始した日から速やかに、または、令和９年３月１２日（金）のいずれか早

い日までとなります。（やむを得ない事情により期限の令和９年３月１２日（金）を超過する場合は、

建築課に事前相談してください） 

＜実績報告時に必要な書類＞ 

① 新発田市住宅取得補助金実績報告書兼請求書（第９号様式） 

② 世帯員全員の住民票（続柄記載のあるもの） 

③ 請負契約に係る領収書等の写し又は売買契約に係る領収書等の写し 

※手付金等含め、契約金全額の支払いが証明できるもの（明細書など）が必要です。 

※金融機関へのローン振込申請の控えや通帳の写しでも代用可能。 

※建売及び中古購入については、土地・建物の内訳がわかるものが必要。 

④ 対象住宅の工事完了後の写真（周囲の状況のわかるもの。） 

⑤ 売買契約書の写し（購入による住宅の取得の場合） 

⑥ 検査済証の写し（建築基準法第 7条第 5項又は第 7条の 2第 5項に規定する検査済証） 

⑦ その他市長が必要と認める書類 

※共有名義で契約をしている場合、建物の登記簿が必要。 

（市有地を購入している場合は、土地の登記簿も必要。） 

実績報告の手続き後、補助の要件を満たしたと認められ、かつ補助金額が確定すると、市から

新発田市住宅取得補助金確定通知書（第１０号様式）にて通知します。 

期日を過ぎた場合及び申請内容に虚偽や不正があると、補助金の交付が出来ません。また、

補助金交付後に発覚した場合は、期間を定めて補助金の返還を命じます。 

 

１１．各種申請書類のダウンロード 

右下のＱＲコードを読み取って頂くと、『令和８年度 新発田市住宅取得補助金』 

の概要ページに移動します。各種申請書類や補助対象地域の一覧データなどが 

ありますので、申請の際にご利用頂きますようお願いします。 

 

１２．お知らせ 

 市と協定を結ぶ以下の金融機関では、住宅取得補助金交付対象者に貸付金利が優遇される場

合があります。申請や詳細については各金融機関にお問い合わせください。 

・新発田信用金庫  定住ローン  金利 0.10％ 借入れから最初の 2年間 

・フ ラ ッ ト ３ ５  地域連携型  子育て支援、空き家対策、地域活性化とも 当初 5年間 

         金利引下げ幅  子育て支援、空き家対策：▲0.5％、地域活性化：▲0.25％ 

 

１３．補助金の返還 

 次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、市は補助金の返還を求めます。 

⑴ 対象住宅を取得した日から起算して１０年以内に世帯員全員が市外へ転出したとき。  

⑵ 補助金の申請に関し、偽りその他不正の行為があったと認めたとき。 

⑶ 市税等を滞納しているとき。 

⑷ 正当な理由なく実績報告を行わないとき。   ⑸ その他市長が必要と認めたとき。  


